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条例 
 

 甲府市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例をここに公布する。 

  平成２８年９月２３日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第３６号 

甲府市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第 

１２７号。以下「法」という。）に定めるもののほか、空家等の適切な管理及び

活用の促進に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全を図る

とともに、空家等の活用を促進し、もって地域の活力の向上による魅力あるまち

づくりに寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 空家等 市内にある建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の

使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地

に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は

管理するものを除く。 

⑵ 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのあ

る状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われて

いないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全

を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をい

う。 

⑶ 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。 

⑷ 市民等 本市に居住し、勤務し、通学し、又は滞在する者をいう。 

（所有者等の責務） 
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第３条 所有者等は、空家等の適切な管理及び活用に努めなければならない。 

２ 所有者等は、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとす 

る。 

（市の責務） 

第４条 市は、空家等の適切な管理及び活用の促進を図るため、必要な施策を実施 

 しなければならない。 

（市民等の責務） 

第５条 市民等は、適切な管理が行われていない空家等が生活環境に及ぼす影響に 

ついて理解を深めるとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう

努めるものとする。 

２ 市民等は、特定空家等があると認めるときは、速やかにその情報を市に提供す 

るよう努めるものとする。 

（空家等対策計画の策定） 

第６条 市長は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、法第６ 

条の規定に基づき、空家等対策計画を定めるものとする。 

（空家等対策協議会） 

第７条 市に、法第７条第１項の規定に基づき、甲府市空家等対策協議会（以下 

「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、法第７条第１項に定める協議のほか、次に掲げる事項について協議 

するものとする。 

⑴ 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。 

⑵ 法第１４条に規定する措置に関すること。 

⑶ その他空家等の適切な管理及び活用の促進に関し市長が必要と認める事項 

３ 協議会は、委員２０人以内で組織する。 

４ 委員は、法第７条第２項に規定する者のうちから、市長が委嘱する。 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と 

する。 

６ 委員は、再任されることができる。 

７ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた 

後も同様とする。 
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８ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則 

で定める。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第８条 市長は、法第１３条の規定に基づく空家等及び空家等の跡地の活用等につ 

いて、所有者等、市民等、空家等又は空家等の跡地の活用に関連する事業を営む

者等と連携し、必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（緊急措置） 

第９条 市長は、特定空家等の危険な状態が切迫し、かつ、市民等の生命、身体又 

は財産を保護するため緊急に危険を回避する必要があると認める場合は、当該特

定空家等の所有者等の同意を得て、当該危険を回避するために必要な最低限度の

措置（以下「緊急措置」という。）を講ずることができる。 

２ 前項に規定する場合において、当該特定空家等の所有者等を確知することがで 

きないときは、市長は、当該緊急措置を講じた後、速やかに当該措置に係る特定

空家等の所在地及び措置の内容を告示するものとする。 

３ 市長は、緊急措置を講じた場合は、これに要した費用を、当該特定空家等の所 

有者等から徴収することができる。 

（関係機関への協力要請） 

第１０条 市長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、必要な情 

報を提供して、警察、消防その他の関係行政機関に協力を要請することができ

る。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年 

１０月条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

別表９の３の項の次に次の１項を加える。 

９の４ 空家等対策協議会 
会長 日額  ８，９００円 

委員 日額  ８，２００円 
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 甲府市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２８年９月２３日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第３７号 

   甲府市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例 

   の一部を改正する条例 

 甲府市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（平

成６年３月条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２号ア中「１万５，３００円」を「１万５，８００円」に改め、同号イ 

中「７，３５０円」を「７，５６０円」に改める。 

 第８条中「７円３０銭」を「７円５１銭」に改める。 

 第１１条中「５１０円４８銭」を「５２５円６銭」に、「３０万１，８７５円」 

を「３１万５００円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の甲府市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の 

公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその

期日を告示された選挙については、なお従前の例による。 
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 甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

  平成２８年９月２３日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第３８号 

甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例 

 甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年１２月

条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第４条の次に次の１条を加える。 

第４条の２ 私立幼稚園の設置者は、別表第１の８の項の右欄に掲げる事務の処理 

に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人

番号を利用した事務を行うことができる。 

 別表第１中８の項を１１の項とし、７の項の次に次のように加える。 

８ 市長 私立幼稚園就園奨励費に関する事務であって規則で定めるも

の 

９ 市長        保育所利用者負担額の減額又は免除に関する事務であって規

則で定めるもの 

１０ 市長 不妊治療費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

別表第２の１の項中「児童扶養手当の支給に関する情報」の次に「（以下「児童

扶養手当関係情報」という。）」を、「自立支援給付の支給に関する情報」の次に

「（以下「自立支援給付関係情報」という。）」を、「中国残留邦人等支援給付等

の支給に関する情報」の次に「（以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」とい
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う。）」を加え、同表の７の項中「知的障害者に関する情報」の次に「（以下「障

害者関係情報」という。）」を加え、同表中１８の項を２１の項とし、８の項から

１７の項までを３項ずつ繰り下げ、７の項の次に次のように加える。 

８ 市長 

 

私立幼稚園就園奨励費に関す

る事務であって規則で定める

もの 

児童福祉法による障害児入所支援

若しくは同法第２７条第１項第３

号の措置に関する情報又は障害者

関係情報であって規則で定めるも

の 

児童福祉法による障害児通所支援

に関する情報、地方税関係情報、

住民票関係情報又は自立支援給付

関係情報であって規則で定めるも

の 

生活保護関係情報、生活に困窮す

る外国人に対する生活保護の措置

に関する情報、児童扶養手当関係

情報又は中国残留邦人等支援給付

等関係情報であって規則で定める

もの 

特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律による特別児童扶養手当の

支給に関する情報であって規則で

定めるもの 

９ 市長 保育所利用者負担額の減額又

は免除に関する事務であって

規則で定めるもの 

児童福祉法による障害児入所支援

若しくは同法第２７条第１項第３

号の措置に関する情報又は障害者 

  関係情報であって規則で定めるも

の 

  児童福祉法による障害児通所支援

に関する情報、地方税関係情報、 

- 8 -



 

  住民票関係情報又は自立支援給付

関係情報であって規則で定めるも

の 

  生活保護関係情報、生活に困窮す

る外国人に対する生活保護の措置

に関する情報、児童扶養手当関係

情報又は中国残留邦人等支援給付

等関係情報であって規則で定める

もの 

特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律による特別児童扶養手当の

支給に関する情報であって規則で

定めるもの 

１０ 市長 

 

不妊治療費用の助成に関する

事務であって規則で定めるも

の 

生活保護関係情報、生活に困窮す

る外国人に対する生活保護の措置

に関する情報又は中国残留邦人等

支援給付等関係情報であって規則

で定めるもの 

  地方税関係情報又は住民票関係情

報であって規則で定めるもの 

   附 則 

 この条例は、平成２８年１０月１日から施行する。 
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 甲府市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２８年９月２３日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第３９号 

   甲府市市税条例等の一部を改正する条例 

（甲府市市税条例の一部改正） 

第１条 甲府市市税条例（昭和２５年８月条例第２９号）の一部を次のように改正

する。 

第１５条各号列記以外の部分中「、第３２条の９第１項」及び「、第３２条の

９の６第１項」を削り、「及び第２号」を「、第２号及び第５号」に、「当該各

号」を「第１号から第４号まで」に改め、「掲げる期間」の次に「並びに第５号

及び第６号に定める日までの期間」を加え、同条第１号中「、第３２条の９第１

項」及び「、第３２条の９の６第１項」を削り、同条第２号中「第３２条の１０

第１項の申告書（法第３２１条の８第１項、第２項、第４項又は第１９項の規定

による申告書に限る。）、」を削り、同条第３号中「第３２条の１０第１項の申

告書（法第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書を除く。）、」を削り、

同条に次の２号を加える。 

⑸ 第３２条の１０第１項の申告書（法第３２１条の８第１項、第２項、第４

項又は第１９項の規定による申告書に限る。）に係る税額（次号に掲げるも

のを除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から１月を経過する日 

⑹ 第３２条の１０第１項の申告書（法第３２１条の８第２２項及び第２３項

の申告書を除く。）でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出

した日又はその日の翌日から１月を経過する日 

第３１条の２の次に次の１条を加える。 

（個人の市民税の納期前の納付） 

第３１条の３ 個人の市民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち 
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到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合にお

いては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付

することができる。 

第３２条を次のように改める。 

（普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞

金の徴収） 

第３２条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税について所得税の納税

義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決

定に関する書類を法第３２５条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更

し、若しくは賦課する必要を認めた場合には、すでに第２８条第１号ただし書

若しくは第２号又は第２９条の規定を適用して個人の市民税を賦課していた場

合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであった税額の

うちその決定があった日までの納期に係る分（以下この条において「不足税 

額」という。）を追徴する。 

２ 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除

して得た額に第３１条の各納期限（納期限の延長があったときは、その延長さ

れた納期限とする。次項及び第４項において同じ。）の翌日から納付の日まで

の期間の日数に応じ、年１４．６パーセント（当該不足税額に係る納税通知書

において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から１月を経

過する日までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算し

た金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。 

３ 所得税の納税義務者が修正申告書（偽りその他不正の行為により所得税を免

れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての

調査があったことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提

出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出し

た当該申告書を除く。）を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正（偽りそ

の他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税

義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があった後にさ

れた当該所得税に係る更正を除く。）をしたことに基因して、第３１条の各納

期限から１年を経過する日後に第１項の規定によりその賦課した税額を変更 
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し、又は賦課した場合には、当該１年を経過する日の翌日から同項に規定する

不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間

から控除する。 

４ 第２項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国 

の税務官署が所得税の更正（納付すべき税額を増加させるものに限り、これに

類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。）をしたとき

（国の税務官署が所得税の更正（納付すべき税額を減少させるものに限り、こ

れに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。）をしたこ

とに基因して、第１項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦

課した税額が増加したときに限る。）は、その追徴すべき不足税額（当該減額

更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金

額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額

に限る。以下この項において同じ。）については、次に掲げる期間（令第４８

条の９の９第４項各号に掲げる市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限

る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

⑴ 第３１条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係

る納税通知書が発せられた日までの期間 

⑵ 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日 

（当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から

起算して１年を経過する日）の翌日から増額更正に基因して変更した税額に

係る納税通知書が発せられた日までの期間 

第３２条の１０第３項中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「申告を」

を「申告書を」に、「場合で」を「場合において、」に改め、同条第４項中「の

申告書」を「に規定する申告書」に、「場合で」を「場合において、」に改め、

同条中第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加え

る。 

５ 第３項の場合において、法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（以下

この項において「修正申告書」という。）の提出があったとき（当該修正申告

書に係る市民税について同条第１項、第２項、第４項又は第１９項に規定する

申告書（以下この項において「当初申告書」という。）が提出されており、か
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つ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正（これに類

するものを含む。以下この項において「減額更正」という。）があった後に、

当該修正申告書が提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出により

納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当する税額を含

む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）については、次に掲げる

期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１１

第１項又は第３項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申

告書に係る市民税又は令第４８条の１６の２第３項に規定する市民税にあって

は、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除

する。 

⑴ 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が

当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限）の翌日

から当該減額更正の通知をした日までの期間 

⑵ 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基づくもの

（法人税に係る更正によるものを除く。）である場合又は法人税に係る更正

（法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。）によるものである場合に

は、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して１年を経過する日）の

翌日から当該修正申告書を提出した日（法第３２１条の８第２３項の規定の

適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたと

きは、当該修正申告書の提出期限）までの期間 

第３２条の１１第１項中「法第３２１条の１１の規定による法人の市民税に係

る更正又は決定の通知」を「法第３２１条の１２の規定に基づく納付の告知」に

改め、同条第２項中「についても」を「がある場合には、」に、「によるものと

する。なお」を「とし」に、「ときは」を「場合には」に改め、同条第３項中

「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合にあっては」を「場合には」に

改め、「受けたこと」の次に「。次項第２号において同じ。」を加え、同条に次

の１項を加える。 

４ 第２項の場合において、法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（以下 

この項において「修正申告書」という。）の提出があったとき（当該修正申告

書に係る市民税について同条第１項、第２項、第４項又は第１９項に規定する
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申告書（以下この項において「当初申告書」という。）が提出されており、か

つ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正（これに類

するものを含む。以下この項において「減額更正」という。）があった後に、

当該修正申告書が提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出により

納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当する税額を含

む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）については、次に掲げる

期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が提出した修正申告書

に係る市民税又は令第４８条の１５の５第３項に規定する市民税にあっては、

第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除す

る。 

⑴ 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が

当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限）の翌日

から当該減額更正の通知をした日までの期間 

⑵ 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基づくもの

（法人税に係る更正によるものを除く。）である場合又は法人税に係る更正

（法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。）によるものである場合に

は、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して１年を経過する日）の

翌日から当該修正申告書に係る更正の通知をした日までの期間 

第３４条の１１第１項中「及び第３２条」を「から第３２条まで」に改める。 

附則第５条の２中第７項を第１２項とし、第６項を第１１項とし、第５項の次

に次の５項を加える。 

６ 法附則第１５条第３３項第１号イに規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は、３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第３３項第１号ロに規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は、３分の２とする。 

８ 法附則第１５条第３３項第２号イに規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

９ 法附則第１５条第３３項第２号ロに規定する設備について同号に規定する市 

町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

１０ 法附則第１５条第３３項第２号ハに規定する設備について同号に規定する 
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市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

附則第１７条を次のように改める。 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例） 

第１７条 平成３０年度から平成３４年度までの各年度分の個人の市民税に限 

 り、法附則第４条の４第３項の規定に該当する場合における第２７条の２の規

定による控除については、その者の選択により、同条中「同条第１項」とある

のは「同条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「まで並びに

法附則第４条の４第３項の規定により読み替えて適用される法第３１４条の２

第１項（第２号に係る部分に限る。）」として、同条の規定を適用することが

できる。 

附則第２６条の６を削る。 

附則第２６条の５第２項第１号中「附則第２６条の５第１項」を「附則第２６

条の６第１項」に改め、同項第２号中「、附則第１９条第１項、附則第１９条の

３第１項及び附則第１９条の３の２第１項」を「並びに附則第１９条第１項、第

１９条の３第１項及び第１９条の３の２第１項」に、「附則第２６条の５第１

項」を「附則第２６条の６第１項」に改め、同項第３号中「附則第２６条の５第

１項」を「附則第２６条の６第１項」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条

約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和

４４年法律第４６号）」に、「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」を

「特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」に改め、同項第４号中「附則第２６

条の５第１項」を「附則第２６条の６第１項」に改め、同条第３項中「第２６条

の２及び」を「同条及び」に改め、同条第５項第１号中「附則第２６条の５第３

項」を「附則第２６条の６第３項後段」に改め、同項第２号中「、附則第１９条

第１項、附則第１９条の３第１項及び附則第１９条の３の２第１項」を「並びに

附則第１９条第１項、第１９条の３第１項及び第１９条の３の２第１項」に、

「附則第２６条の５第３項」を「附則第２６条の６第３項後段」に改め、「、第

２７条の８第１項中「第２６条の２第４項」とあるのは「附則第２６条の５第４

項」と」を削り、同項第３号中「附則第２６条の５第３項」を「附則第２６条の

６第３項後段」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得

税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６
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号）」に、「又は配当所得」を「若しくは配当所得」に改め、同項第４号中「附

則第２６条の５第３項」を「附則第２６条の６第３項後段」に改め、同条第６項

中「附則第２６条の５第３項」を「附則第２６条の６第３項前段」に改め、同条

を附則第２６条の６とし、附則第２６条の４の次に次の１条を加える。 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第２６条の５ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第

１４４号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第８条第２項に規

定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第１２条第５項に規定す

る特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第１６条第２項に規定する

特例適用利子等については、第２６条の２及び第２７条の３の規定にかかわら

ず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第２

項（外国居住者等所得相互免除法第１２条第５項及び第１６条第２項において

準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この項において

「特例適用利子等の額」という。）に対し、特例適用利子等の額（次項第１号

の規定により読み替えられた第２７条の２の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）に１００分の３の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税

の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

⑴ 第２７条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるの 

は、「総所得金額、附則第２６条の５第１項に規定する特例適用利子等の

額」とする。 

⑵ 第２７条の５から第２７条の７まで、第２７条の８第１項並びに附則第 

１９条第１項、第１９条の３第１項及び第１９条の３の２第１項の規定の適

用については、第２７条の５中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第２６条の５第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第２７条の

６第１項前段、第２７条の７、第２７条の８第１項並びに附則第１９条第１

項、第１９条の３第１項及び第１９条の３の２第１項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第２６条の５第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第２７条の６第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得
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割の額及び附則第２６条の５第１項の規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

⑶ 第２８条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は附則第２６条の５第１項に規定する特例適用

利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第７条第１０項（同法第１１

条第８項及び第１５条第１４項において準用する場合を含む。）に規定する

特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第７条第１２項（同法第１１条第

９項及び第１５条第１５項において準用する場合を含む。）に規定する特定

対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第７条第１６項（同法第１１条第

１１項及び第１５条第１７項において準用する場合を含む。）に規定する特

定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第７条第１８項（同法第

１１条第１２項及び第１５条第１８項において準用する場合を含む。）に規

定する特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額」とする。 

⑷ 附則第１６条の２の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金 

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第２６条の５第１項に規定する特

例適用利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第２６条の５第１項の規定による市民税の所得割の額」とす

る。 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第８条

第４項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第１２条第６

項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第１６条第３項

に規定する特例適用配当等（次項において「特例適用配当等」という。）につ

いては、第２６条の２第３項及び第４項の規定は適用しない。この場合におい

て、当該特例適用配当等については、同条及び第２７条の３の規定にかかわら

ず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第４

項（外国居住者等所得相互免除法第１２条第６項及び第１６条第３項において

準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この項において

「特例適用配当等の額」という。）に対し、特例適用配当等の額（第５項第１

- 17 -



 

号の規定により読み替えられた第２７条の２の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）に１００分の３の税率を乗じて計算した金額に相当する市民

税の所得割を課する。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１日 

の属する年度分の第２９条の２第１項の規定による申告書（その提出期限まで

に提出されたもの及びその提出期限後において市民税の納税通知書が送達され

る時までに提出されたものに限り、その時までに提出された第２９条の３第１

項に規定する確定申告書を含む。）に前項後段の規定の適用を受けようとする

旨の記載があるとき（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得

ない理由があると市長が認めるときを含む。）に限り、適用する。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

⑴ 第２７条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるの 

は、「総所得金額、附則第２６条の５第３項後段に規定する特例適用配当等

の額」とする。 

⑵ 第２７条の５から第２７条の７まで、第２７条の８第１項並びに附則第 

１９条第１項、第１９条の３第１項及び第１９条の３の２第１項の規定の適

用については、第２７条の５中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第２６条の５第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第２７

条の６第１項前段、第２７条の７、第２７条の８第１項並びに附則第１９条

第１項、第１９条の３第１項及び第１９条の３の２第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第２６条の５第３項後段の規定による市

民税の所得割の額」と、第２７条の６第１項後段中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第２６条の５第３項後段の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 

⑶ 第２８条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は附則第２６条の５第３項後段に規定する特例

適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第７条第１４項（同法第

１１条第１０項及び第１５条第１６項において準用する場合を含む。）に規
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定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金

額」とする。 

⑷ 附則第１６条の２の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金 

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第２６条の５第３項後段に規定す

る特例適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第２６条の５第３項後段の規定による市民税の所得割の

額」とする。 

（甲府市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 甲府市市税条例の一部を改正する条例（平成２７年６月条例第２３号）の

一部を次のように改正する。 

附則第５条第７項中「、新条例」を「、甲府市市税条例」に、「掲げる新条

例」を「掲げる同条例」に改め、同項の表第１５条第３号の項中「第３２条の

１０第１項の申告書（法第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書を除

く。）、」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２９年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条中甲府市市税条例附則第５条の２の改正規定及び附則第３条の規定 

公布の日 

⑵ 第１条中甲府市市税条例附則第１７条の改正規定及び次条第２項の規定 平

成３０年１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の甲府市市税条例（以下「新条例」という。）

第３２条第４項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に新条例第３２条第２項に規定する納期限が到来する個人の市民税に係る延滞金

について適用する。 

２ 新条例附則第１７条の規定は、平成３０年度以後の年度分の個人の市民税につ 

いて適用する。 

３ 新条例附則第２６条の５の規定は、施行日以後に支払を受けるべき外国居住者 
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等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年

法律第１４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第１２条第５項

に規定する特例適用利子等若しくは同法第１６条第２項に規定する特例適用利子

等又は同法第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定

する特例適用配当等若しくは同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等に係

る個人の市民税について適用する。 

４ 新条例第３２条の１０第５項及び第３２条の１１第４項の規定は、施行日以後

に新条例第３２条の１０第３項又は第３２条の１１第２項に規定する納期限が到

来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分 

は、平成２８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２７年度分ま

での固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第５条の２第６項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取得

される地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）第１条

の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「新法」とい

う。）附則第１５条第３３項第１号イに規定する設備に対して課する平成２９年

度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

３ 新条例附則第５条の２第７項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取得

される新法附則第１５条第３３項第１号ロに規定する設備に対して課する平成 

２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

４ 新条例附則第５条の２第８項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取得

される新法附則第１５条第３３項第２号イに規定する設備に対して課する平成 

２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

５ 新条例附則第５条の２第９項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取得

される新法附則第１５条第３３項第２号ロに規定する設備に対して課する平成 

２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

６ 新条例附則第５条の２第１０項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取 

得される新法附則第１５条第３３項第２号ハに規定する設備に対して課する平成

２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 
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 甲府市悠遊館条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２８年９月２３日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第４０号 

   甲府市悠遊館条例の一部を改正する条例 

 甲府市悠遊館条例（平成６年７月条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表に次のように加える。 

住吉悠遊館  甲府市住吉一丁目３番１３号 

 別表に次のように加える。 

住吉悠遊館  会議室第１、会議室第２、小会議室、料理実習室 

   附 則 

 この条例は、公布の日から起算して７月を超えない範囲内において規則で定める 

日から施行する。 
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 甲府市リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２８年９月２３日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第４１号 

   甲府市リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例 

 甲府市リサイクルプラザ条例（平成９年３月条例第１５号）の一部を次のように

改正する。 

 第１条中「中核施設として」の次に「、並びに市民相互のふれあいと交流の場を

提供し、及び市民の健康増進を図るための施設として」を加える。 

第４条中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

⑺ 市民の健康増進に関すること。 

第６条第１号中「、第６号及び第７号」を「及び第６号から第８号まで」に改め

る。 

 第１２条中「特別な理由があると認めるときは」を「市長が別に定めるところに

より」に改める。 

 別表を次のように改める。 

別表（第３条、第１０条関係）  

施設区分   利用時間        利用料金 

市内及び笛吹市石和

町内に居住する者 

その他の者 

一般 小・中学

生 

一般 小・中学

生 

プール 午前 9 時30分から 

午後 8 時30分まで 

400 円 

回数利用

券（ 400

円券 6 枚

100 円 

回数利用

券（ 100

円券 6 枚

800 円 

回数利用

券（ 800

円券 6 枚

200 円 

回数利用

券（ 200

円券 6 枚

浴室 午前10時00分から 

午後 4 時30分まで 
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トレーニン

グ室 

午前 9 時00分から 

午後 8 時30分まで 

綴）

2,000 円 

綴） 

500 円 

綴）

4,000 円 

綴）

1,000 円 

体育館（再

生 品 頒 布 

室） 

午前 9 時30分から 

午後 0 時30分まで 

各時間帯

とも 

１室

1,000 円 

各時間帯

とも 

１室 

500 円 

各時間帯

とも 

１室

2,000 円 

各時間帯

とも 

１室

1,000 円 

午後 1 時30分から 

午後 4 時30分まで 

午後 5 時30分から 

午後 8 時30分まで 

和室１（リ

サイクルセ

ミナー室） 

午前 9 時30分から 

午後 0 時30分まで 

各時間帯とも 

１室 200 円 

各時間帯とも 

１室 400 円 

午後 1 時30分から 

午後 4 時30分まで 

午後 5 時30分から 

午後 8 時30分まで 

和室２（リ

サイクルセ

ミナー室） 

午前 9 時30分から 

午後 0 時30分まで 

各時間帯とも 

１室 200 円 

各時間帯とも 

１室 400 円 

午後 1 時30分から 

午後 4 時30分まで 

午後 5 時30分から 

午後 8 時30分まで 

会議室（環

境セミナー

室） 

午前 9 時30分から 

午後 0 時30分まで 

各時間帯とも 

１室 200 円 

各時間帯とも 

１室 400 円 

午後 1 時30分から 

午後 4 時30分まで 

午後 5 時30分から 

午後 8 時30分まで 

図書コーナ

ー 

午前 9 時00分から 

午後 8 時30分まで 

無料 

 

 

 

展示コーナ

ー 

午前 9 時00分から 

午後 8 時30分まで 
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なでしこ工

房 

午前 9 時00分から 

午後 4 時00分まで 

 

   附 則 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金につい 

て適用する。 
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規則  

 

 甲府市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２８年９月１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第４１号 

   甲府市契約規則の一部を改正する規則 

 甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）の一部を次のように改正す 

る。 

 第７７条中「、労働者災害補償保険料及び保証料」を「及び現場管理費並びに一

般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用」に改める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲府市契約規則の規定は、平成２８

年４月１日から適用する。 
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 甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改

正する規則をここに公布する。 

  平成２８年９月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第４２号 

甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

の一部を改正する規則 

 甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則（平成２７

年１２月規則第３３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第８項中「別表第１第８項」を「別表第１第１１項」に改め、同項を同条 

第１１項とし、同条第７項の次に次の３項を加える。 

８ 条例別表第１第８項の規則で定める事務は、入園料及び保育料を減免する私立 

幼稚園の設置者に対する私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務とす 

る。 

９ 条例別表第１第９項の規則で定める事務は、甲府市特定教育・保育施設及び特 

定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例（平成２７年３月条例第３号）の

規定による利用者負担額の減額又は免除に関する事務とする。 

１０ 条例別表第１第１０項の規則で定める事務は、不妊治療を行っている夫婦に 

対する治療費用の助成に関する事務とする。 

 第３条第２項第２９号中「支援給付の支給の実施に関する情報」の次に「（以下

｢ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報 ｣ という。）」を加える。 

 第９条の次に次の３条を加える。 

第９条の２ 条例別表第２第８項の規則で定める事務は、第２条第８項に掲げる事 
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務とする。 

２ 条例別表第２第８項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。 

⑴ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第１９条第１項各号に掲

げる小学校就学前子ども（以下「小学校就学前子ども」という。）又は当該小

学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第２１条の５の３

第１項の障害児通所給付費、同法第２１条の５の４第１項の特例障害児通所給

付費又は同法第２１条の５の１２第１項の高額障害児通所給付費の支給に関す

る情報 

⑵ 小学校就学前子どもの保護者若しくは扶養義務者又はその世帯員に係る道府

県民税又は市町村民税に関する情報 

⑶ 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に

係る住民票に記載された住民票関係情報 

⑷ 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に

係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第６条の自

立支援給付の支給に関する情報 

⑸ 小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第２４条の２

第１項の障害児入所給付費、同法第２４条の６第１項の高額障害児入所給付費

又は同法第２４条の７第１項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情

報 

⑹ 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に

係る身体障害者福祉法第１５条第１項の身体障害者手帳の交付に関する情報 

⑺ 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に

係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第１項の精神障害者保

健福祉手帳の交付に関する情報 

⑻ 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に

係る生活保護実施関係情報 

⑼ 小学校就学前子どもを監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第４条第１

項の児童扶養手当の支給に関する情報 

⑽ 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に

係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 
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⑾ 小学校就学前子どもの扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する

法律第３条第１項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 

第９条の３ 条例別表第２第９項の規則で定める事務は、第２条第９項に掲げる事 

務とする。 

２ 条例別表第２第９項の規則で定める情報は、前条第２項各号に掲げる情報とす 

る。 

第９条の４ 条例別表第２第１０項の規則で定める事務は、第２条第１０項に掲げ 

る事務とする。 

２ 条例別表第２第１０項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。 

 ⑴ 前項の事務に係る助成を受けようとする者に係る生活保護実施関係情報 

 ⑵ 前項の事務に係る助成を受けようとする者に係る中国残留邦人等支援給付実 

施関係情報 

 ⑶ 前項の事務に係る助成を受けようとする者に係る市町村民税に関する情報 

⑷ 前項の事務に係る助成を受けようとする者に係る住民票関係情報 

 第１０条中「別表第２第８項」を「別表第２第１１項」に改める。 

 第１１条中「別表第２第９項」を「別表第２第１２項」に改める。 

 第１２条中「別表第２第１０項」を「別表第２第１３項」に改める。 

 第１３条中「別表第２第１１項」を「別表第２第１４項」に改める。 

 第１４条中「別表第２第１２項」を「別表第２第１５項」に改める。 

 第１５条中「別表第２第１３項」を「別表第２第１６項」に改める。 

 第１６条中「別表第２第１４項」を「別表第２第１７項」に改める。 

 第１７条中「別表第２第１５項」を「別表第２第１８項」に改める。 

 第１８条中「別表第２第１６項」を「別表第２第１９項」に改める。 

 第１９条中「別表第２第１７項」を「別表第２第２０項」に改める。 

 第２０条第１項中「別表第２第１８項」を「別表第２第２１項」に改め、同項第

１号中「（平成２４年法律第６５号）」を削り、同条第２項中「別表第２第１８

項」を「別表第２第２１項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年１０月１日から施行する。 
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告示 
 

甲府市告示第３９４号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の５第１項の規定に基

づく指定介護予防通所介護相当サービス事業者として次の者を指定したので、甲府

市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年

福第１号）第１０の規定により公示する。 

 

平成２８年９月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０４６２４ 

２ 事 業 所 の 名 称   デイサービスやすらぎの家 

３ 事 業 所 の 所 在 地   甲府市丸の内２丁目１１番１号 

４ 当該事業所の申請者      山梨県大月市猿橋１９５番地 

               特定非営利活動法人生活介護支援くまちゃん 

               理事長 熊坂 貞子 

５ サ ー ビ ス の 種 類   介護予防通所介護相当サービス 

６ 指 定 年 月 日      平成２８年９月１日 
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                          甲府市告示第３９５号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成２８年９月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市砂田町９３０番１ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市里吉二丁目５番１８号 

    小松 文治 
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                          甲府市告示第３９６号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２８年９月２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本  市民発第３１８３５号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第３９７号 

 

甲府市自転車等の放置の防止に関する条例（平成２５年９月条例第２４号）第 

１１条第２項、第３項及び第１２条第１項の規定により、自転車等放置禁止区域の

自転車を撤去し、保管したので、第１２条第２項及び甲府市自転車駐車場条例施行

規則（平成２５年９月規則第２８号）第７条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成２８年９月２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 撤去し、保管した自転車が駐車してあった場所 

     武田通り      

２ 撤去し、保管した自転車の型式等 

   別紙のとおり 

３ 保管した日 

     平成２８年８月２９日（月） 

４ 返還の申出場所 

     市民部市民協働室消費生活課 

     交通安全係 電話番号 ０５５－２３７－５３０３ 

５ 保管場所 

     甲府市甲府駅南口第２自転車駐車場 

６ 返還時に持参する物 

     住所・氏名を確認できるもの・自転車等の鍵 

     撤去保管料（自転車１，０００円・原動機付自転車２，０００円） 
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甲府市告示第３９８号 

 

甲府市自転車等の放置の防止に関する条例（平成２５年９月条例第２４号）第 

１１条第２項、第３項及び第１２条第１項の規定により、自転車等放置禁止区域の

自転車を撤去し、保管したので、第１２条第２項及び甲府市自転車駐車場条例施行

規則（平成２５年９月規則第２８号）第７条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成２８年９月２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 撤去し、保管した自転車が駐車してあった場所 

     郵便局前 

吉野家裏 

南口ロータリー 

２ 撤去し、保管した自転車の型式等 

   別紙のとおり 

３ 保管した日 

     平成２８年８月３１日（水） 

４ 返還の申出場所 

     市民部市民協働室消費生活課 

     交通安全係 電話番号 ０５５－２３７－５３０３ 

５ 保管場所 

     甲府市甲府駅南口第２自転車駐車場 

６ 返還時に持参する物 

     住所・氏名を確認できるもの・自転車等の鍵 

     撤去保管料（自転車１，０００円・原動機付自転車２，０００円） 
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                          甲府市告示第３９９号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成２８年９月５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市上町字年代９４０番２及び９４０番４ 

   以上２筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市古関町７４１番地 

    田中 道代 
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                          甲府市告示第４００号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成２８年９月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市落合町字田通５５番２、５５番７、５５番８、１２７３番２及び 

１２７３番７   

以上５筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市堀之内町７７０番地 ＭＫ堀之内２０２ 

    初 鹿 貴 紀 
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                          甲府市告示第４０１号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法

第１９条第１項の規定により、都市計画を変更したので、同法第２１条第２項にお

いて準用する同法第２０条第１項の規定により、次のとおり公告し、同条第２項の

規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

 

  平成２８年９月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 都市計画の種類    甲府都市計画道路 

             （３・４・１８号 甲府駅南通り線） 

２ 都市計画の変更に   縦覧に供する図書に明示する部分 

  係る土地の区域 

３ 縦覧場所       甲府市 建設部 まち開発室 都市計画課 

 

- 36 -



                          甲府市告示第４０２号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成２８年９月７日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 合併（土木）１１号 

工事名 
①歩道改良工事（市道 高畑西条線） 

②下水道改良工事（Ｈ２８－３） 

工事場所 甲府市国母三丁目地内 外 

工事概要 

１ 工事内容 

①・施工延長 Ｌ＝９６．７ｍ  

・側溝工 Ｌ＝１８６．０ｍ 

・縁石工 Ｌ＝１５９．０ｍ 

・車道舗装工 Ａ＝９３９．０㎡ 

・歩道舗装工 Ａ＝９７．０㎡ 

・区画線工 １式 

・付帯工 １式 

②・人孔鉄蓋調整取替工 ８箇所 

２ 工期 平成２９年３月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
４２，１４１，６００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等。ただし、１件の工事請負 

額が、２，１００万円以上の実績に限 

る。 

元請として平成１３年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅰ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成２８年９月７日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成２８年９月１６日 

３ 申請書受付開始日 平成２８年９月７日 

４ 申請書受付締切日 
平成２８年９月１６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２８年９月２６日 

６ 設計図書配付開始日 平成２８年９月７日 

７ 設計図書配付締切日 平成２８年９月２７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２８年９月７日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２８年９月２７日 

10 入札日時 
平成２８年１０月５日 

午前９時 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成２８年１０月１１日 

12 開札日時 
平成２８年１０月１７日 

午前９時 

13 落札者決定日 平成２８年１０月１８日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

配置予定技術者の入札時の状況 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２８年９月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２８年１０月３日 

価格以外の １ 質問 平成２８年１０月１３日まで 
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評価に関す 

る照会 
２ 回答 平成２８年１０月１４日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成２８年１０月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２８年７月１日改 

正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第４０３号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成２８年９月７日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１４９号 

工事名 橋梁補修工事（２８－１） 

工事場所 甲府市美咲二丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

橋梁補修工 １橋 

断面修復工 １橋 

水切設置工 １橋 

ひびわれ補修工 １橋 

鋼桁塗替工 １橋 

伸縮装置取替工 ２箇所 

あて板補修工 １橋 

橋面防水工 １橋 

支承補修工 ４基 

付帯工 １式 

２ 工期 平成２９年６月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
４０，４４６，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

河川工事等又は道路工事等。ただし、 

１件の工事請負額が、２，０００万円 

以上の実績に限る。 

元請として平成１３年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅰ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成２８年９月７日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成２８年９月１６日 

３ 申請書受付開始日 平成２８年９月７日 

４ 申請書受付締切日 
平成２８年９月１６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２８年９月２６日 

６ 設計図書配付開始日 平成２８年９月７日 

７ 設計図書配付締切日 平成２８年９月２７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２８年９月７日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２８年９月２７日 

10 入札日時 
平成２８年１０月５日 

午前９時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成２８年１０月１１日 

12 開札日時 
平成２８年１０月１７日 

午前９時１０分 

13 落札者決定日 平成２８年１０月１８日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

配置予定技術者の入札時の状況 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２８年９月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２８年１０月３日 

価格以外の １ 質問 平成２８年１０月１３日まで 
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評価に関す 

る照会 
２ 回答 平成２８年１０月１４日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成２８年１０月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２８年７月１日改 

正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第４０４号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成２８年９月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市上町字年代３０４番１から３０４番６まで、３０６番１及び

３０６番１１  

以上８筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市城東一丁目３番８号 

    山本基礎工業株式会社 

代表取締役 山 本 武 一 
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                          甲府市告示第４０５号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  平成２８年９月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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甲府市告示第４０６号  

 

 次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

平成２８年９月７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   甲府市国民健康保険料納入通知書  

２ 発送日   平成２８年８月１日 

３ 項 目   平成２８年度国民健康保険料２期～９期分 

４ 納期限   平成２８年８月３１日 

（納期限を平成２８年９月３０日に再指定） 

平成２８年９月３０日    平成２８年１０月３１日 

平成２８年１１月３０日   平成２９年１月４日 

平成２９年１月３１日    平成２９年２月２８日 

平成２９年３月３１日 

５ 納付場所  甲府市指定金融機関 

甲府市収納代理金融機関 

ゆうちょ銀行・郵便局 

甲府市市民部収納管理室収納課 

甲府市市民部市民総室国民健康保険課 

窓口センター 

甲府市指定コンビニエンスストア  

６ 納付義務者 別紙のとおり（１１件） 
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                          甲府市告示第４０７号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２８年９月８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本  市民発第３２００６号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第４０８号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

平成２８年９月８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   中村町自治会 

 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
丸 茂  千 賀 子 坂 本 順 子 

代表者 

住 所 
甲府市中村町１１番１８号 甲府市中村町４番１５号 

 

３ 変更年月日  平成２８年４月９日 
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                          甲府市告示第４０９号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２８年９月８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本  市民発第３１６７１号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第４１０号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２８年９月８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

⑴  入札番号 （業務委託）第６３７号 

⑵  業務名称 甲府市市営住宅駐車場整備全体計画策定業務委託 

⑶  履行期間 契約締結日の翌日から平成２９年３月１７日まで 

⑷  履行場所 仕様書等による 

⑸  業務内容 仕様書等による 

⑹  予定価格 公表しない 

⑺  最低制限価格 設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

⑴  甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

⑵  甲府市における入札参加資格の認定において、「測量」と「建設コンサルタ

ント」の両方に登録されており、過去５年以内に、上記の内のいずれかの業種

に係る甲府市の業務を履行した実績を有する者であること。 

⑶  主任技術者は、技術士（総合技術監理部門又は建設部門）の資格を有するこ

と。 

⑷  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

⑸  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

⑹  この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る指

名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でない

こと。 

⑺  入札の日以前６ヶ月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑻  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事更生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 
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⑼  市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴  配付期間 平成２８年９月８日（木）～平成２８年９月２０日（火） 

           （この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

           午前９時～午後５時 

           平成２８年９月２０日（火）については、午後３時まで 

⑵  配付場所 甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

０５５－２３７－５７９７ 

⑶  配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府 

市ホームページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情 

報）から情報を入手する場合は、この限りではない。 

⑷  申請書等の受付期間及び場所 

  ア 期間  平成２８年９月８日（木）～平成２８年９月２０日（火） 

        （この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

平成２８年９月２０日（火）については、午後３時まで 

  イ 場所  甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴  日時   平成２８年１０月６日（木） 午前１０時 

⑵  場所   甲府市役所本庁舎７階 会議室７－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００／

１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範

囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

⑴  入札保証金：免除 
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⑵  契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

⑶  契約保証人の要否：要 

契約者に代って自ら業務の完成を保証する（業務の完成に必要な資格 及び

能力を有する）者であること。 

⑷  契約書作成の要否：要 

⑸  仕様説明会は行わない。 

⑹  その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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                          甲府市告示第４１１号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  平成２８年９月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        平成２８年度市民税・県民税 税額決定兼納税通知書

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部課税管理室市民税課 
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甲府市告示第４１２号  

 

 次の国民健康保険被保険者証は、回収できないため、甲府市国民健康保険条例施

行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効である旨を告

示する。 

 

  平成２８年９月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

２ 世帯主住所並びに被保険者氏名及び記号番号    別紙のとおり 
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                          甲府市告示第４１３号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成２８年９月１２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市蓬沢一丁目３８番１及び３８番５から３８番２１まで 

以上１８筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路、公園、ゴミ置場及び下水道  

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に備え

置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市山宮町２９２５番地４ 

    有限会社大建ホーム 

代表取締役 島 田   稔 
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                          甲府市告示第４１４号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成２８年９月１２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市国母一丁目７１２番２、７０８番４及び７０８番５ 

   以上３筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   北杜市高根町清里３５４５番地６３３６  

    清水 邦彦 

    清水 洋子 
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 甲府市告示第４１５号  

 

平成２８年６月３０日付甲府市告示第２９４号の内容に係る訂正について、次の

とおり告示する。 

 

平成２８年９月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 内容 

 情報システム更新・運用業務（基幹業務系）プレゼンテーション審査等実施

要領の規定に基づき、情報システム更新・運用業務（基幹業務系）業務仕様書

（共通編）、情報システム更新・運用業務（基幹業務系）業務仕様書（共通編）

別紙 運用要件一覧及び情報システム更新・運用業務（基幹業務系）業務仕様

書（個別業務編）の内容を訂正する。 

 

２ 訂正内容 

  訂正箇所については、甲府市ホームページに公表し、加筆については赤字で示

し、削除については履歴を残さず削除している。情報システム更新・運用業務

（基幹業務系）業務仕様書（個別業務編）の番号については、甲府市告示第２９４ 

号で告示した番号を「旧Ｎｏ．欄」に表記し、本告示の番号を「Ｎｏ．欄」に表

記している。 

 

３ 事務局 

甲府市役所 総務部 総務総室 情報課 

山梨県甲府市丸の内１－１８－１ 

ＴＥＬ  ０５５－２３７－５２１４ 
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 甲府市告示第４１６号  

 

平成２８年６月３０日付甲府市告示第２９５号の内容に係る訂正について、次の

とおり告示する。 

 

平成２８年９月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 内容 

 情報システム更新・運用業務（内部情報系）プレゼンテーション審査等実施

要領の規定に基づき、情報システム更新・運用業務（内部情報系）業務仕様書

（共通編）及び情報システム更新・運用業務（内部情報系）業務仕様書（個別

業務編）の内容を訂正する。 

 

２ 訂正内容 

  訂正箇所については、甲府市ホームページに公表し、加筆については赤字で示

し、削除については履歴を残さず削除している。情報システム更新・運用業務

（内部情報系）業務仕様書（個別業務編）の番号については、甲府市告示第２９５

号で告示した番号を「旧Ｎｏ．欄」に表記し、本告示の番号を「Ｎｏ．欄」に表

記している。 

 

３ 事務局 

甲府市役所 総務部 総務総室 情報課 

山梨県甲府市丸の内１－１８－１ 

ＴＥＬ  ０５５－２３７－５２１４ 
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                          甲府市告示第４１７号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成２８年９月１４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市上町字西河原１９５２番３、１９５２番４及び１９５６番１   

以上３筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市堀之内町９５９番地 パークサイドＵＥＮＯ３０３ 

    宮 川 知 正 
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甲府市告示第４１８号 

 

別紙の者は、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第１２条第１

項の規定に基づき、住民票を消除したので、同条第４項の規定により公示す 

る。 

 

  平成２８年９月１４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第４１９号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２８年９月１５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書  市民発第３２１８８号 

             充当通知書  市民発第３２１８９号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第４２０号 

 

甲府都市計画事業甲府駅周辺土地区画整理事業の事業計画（第十回変更）を土地

区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５５条第１３項において準用する同条

第 1 項の規定により公衆の縦覧に供するので、土地区画整理法施行令（昭和３０年

政令第４７号）第３条の規定により、次のとおり公告する。 

なお、当該事業計画の都市計画において定められた事項以外の事項について、意

見のある利害関係者は、平成２８年１０月１３日までに山梨県知事に意見書を提出

することができる。 

 

平成２８年９月１５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 縦覧期間  平成２８年９月１６日から平成２８年９月２９日まで 

（ただし、祝日は除く。） 

２ 縦覧時間  午前８時３０分より午後５時１５分まで 

３ 縦覧場所  甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市役所本庁舎８階 

建設部まち開発室区画整理課 
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甲府市告示第４２１号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、平成２８年９月市議会定例会におい

て議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

 

平成２８年９月１５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 平成２８年度甲府市一般会計補正予算（第２号） 

２ 平成２８年度甲府市一般会計補正予算（第３号） 

３ 平成２８年度甲府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）  

４ 平成２８年度甲府市土地区画整理事業用地先行取得事業特別会計補正予算（第  

  １号） 

５ 平成２８年度甲府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

６ 平成２８年度甲府市地方卸売市場事業会計補正予算（第２号） 

７ 平成２８年度甲府市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 

 

 

 

     平成２８年９月１５日 原案可決 

- 62 -



                          甲府市告示第４２２号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送したとこ

ろ返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、国税徴収法（昭和３４年４月

２０日法律 第１４７号）第５４条の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

平成２８年９月１６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書 類 名   差押調書謄本 

２ 発 送 日   別紙のとおり 

３ 返 戻 日   別紙のとおり 

４ 通 知 者   別紙のとおり（２件） 

５ 保管場所   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市 市民部 市民総室 国民健康保険課 
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                          甲府市告示第４２３号  

 

 次の無効である介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例  

施行規則（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により告示する。  

 

  平成２８年９月１６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号並びに住所及び氏名     別紙のとおり 
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甲府市告示第４２４号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により､次のとおり道

路の区域を変更する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、この

告示の日から平成２８年１０月３日まで一般の縦覧に供する。 

 

  平成２８年９月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   ４２０ 

３ 路線名    天神前線 

４ 道路の区域 

旧新

の別 

区間 幅員 

(メートル) 

延長 

(メートル) 

旧 
甲府市千塚四丁目３２０７番地先から 

甲府市千塚四丁目３２０８番１地先まで 

３．４～ 

５．１ 

１４．０ 

新 
甲府市千塚四丁目３２０７番地先から 

甲府市千塚四丁目３２０８番１地先まで 

３．４～ 

８．１ 

１４．０ 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   ７４５ 

３ 路線名    千塚五丁目１号線 

４ 道路の区域 

旧新

の別 

区間 幅員 

(メートル) 

延長 

(メートル) 

旧 
甲府市千塚五丁目３０２５番２地先から 

甲府市千塚五丁目３０３２番１地先まで 

４．２～ 

４．４ 

２８．８ 

新 

甲府市千塚五丁目３０２５番２地先から 

甲府市千塚五丁目３０３２番１地先まで 

４．２～ 

９．２ 

２８．８ 

甲府市千塚五丁目３０３２番１地先から 

甲府市千塚五丁目３０３２番１地先まで 

４．４～ 

１６．６ 

１２．４ 
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甲府市告示第４２５号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のとおり

道路の供用を開始する。その関係図面は、建設部まち保全室道路河川課において、

この告示の日から平成２８年１０月３日まで一般の縦覧に供する。  

 

  平成２８年９月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

道路の

種類 

路線名 区間 延長 

(メートル) 

供用開始の 

年月日 

市 道 天神前線 甲府市千塚四丁目 

３２０７番地先から 

甲府市千塚四丁目 

３２０８番１地先まで 

１４．０ 平成２８年 

９月２０日 
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甲府市告示第４２６号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のとおり

道路の区域を変更する。その関係図面は、建設部まち保全室道路河川課において、

この告示の日から平成２８年１０月３日まで一般の縦覧に供する。 

 

  平成２８年９月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   ２３８ 

３ 路線名    相生本通り線 

４ 道路の区域 

旧新

の別 
区  間 

幅  員 

（メートル） 

延  長 

（メートル） 

旧 
甲府市中央四丁目３８０番１地先から 

甲府市中央四丁目３９２番１地先まで 

１０．９～ 

１１．３ 
７０．２ 

新 
甲府市中央四丁目３８０番１地先から 

甲府市中央四丁目３９２番１地先まで 

１１．３～ 

３１．３ 
７０．２ 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   ６７６ 

３ 路線名    大里国母線 

４ 道路の区域 

旧新

の別 
区  間 

幅  員 

（メートル） 

延  長 

（メートル） 

旧 
甲府市宮原町字岡田４９番１地先から 

甲府市宮原町字岡田４９番４地先から 

４．２～ 

４．４ 
２９．０ 

新 
甲府市宮原町字岡田４９番１地先から 

甲府市宮原町字岡田４９番４地先から 

５．９～ 

６．３ 
２９．０ 
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甲府市告示第４２７号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のとおり 

道路の供用を開始する。その関係図面は、建設部まち保全室道路河川課において、

この告示の日から平成２８年１０月３日まで一般の縦覧に供する。  

 

  平成２８年９月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

道路の

種類 

路線名 区間 延長 

(メートル) 

供用開始の 

年月日 

市 道 大里国母線 甲府市宮原町字岡田 

４９番１地先から 

甲府市宮原町字岡田 

４９番４地先まで 

２９．０ 平成２８年 

９月２０日 
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                          甲府市告示第４２８号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２８年９月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書      市民発第３２１６５号 

             充当通知書      市民発第３２１６６号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第４２９号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２８年９月２１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１５６号 

工事名 道路改良工事（市道 下積翠寺町線） 

工事場所 甲府市下積翠寺町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

施工延長 Ｌ＝５１．１ｍ  

路側コンクリート擁壁工 Ｌ＝１１．７ｍ 

 自由勾配側溝工 Ｌ＝４３．０ｍ 

 ガードパイプ工 Ｌ＝５３．５ｍ 

 コンクリートブロック積工 Ａ＝１３７．２㎡ 

コンクリート舗装工 Ａ＝２６１．０㎡ 

 付帯工 １式 

２ 工期 平成２９年３月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２０，０１２，４００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等。ただし、１件の工事請 

負額が１，０００万円以上の実績に 

限る。 

元請として平成１３年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 １ 入札説明書等配付開始日 平成２８年９月２１日 
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２ 入札説明書等配付締切日 平成２８年１０月３日 

３ 申請書受付開始日 平成２８年９月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成２８年１０月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２８年１０月７日 

６ 設計図書配付開始日 平成２８年９月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成２８年１０月１１日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２８年９月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２８年１０月１１日 

10 入札及び開札日時 
平成２８年１０月１９日 

午前９時 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２８年１０月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２８年１０月１７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２８年７月１日改 

正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第４３０号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２８年９月２１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１５７号 

工事名 道路改良工事（市道 出張所前通り線） 

工事場所 甲府市宮原町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

施工延長 Ｌ＝１２２．０ｍ  

幅員 Ｗ＝８．２ｍ 

自由勾配側溝工 Ｌ＝５３．８ｍ 

 土留用自由勾配側溝工 Ｌ＝６７．７ｍ 

 Ｌ型側溝工 Ｌ＝１２２．５ｍ 

街渠桝工 Ｎ＝７箇所 

 集水桝工 Ｎ＝１箇所 

舗装工（車道部） Ａ＝２８３．２㎡ 

舗装工（歩道部①） Ａ＝１５７．９㎡ 

舗装工（歩道部②） Ａ＝１６．９㎡ 

縁石工 Ｌ＝１２２．５ｍ 

 ガードパイプ Ｌ＝１１１．０ｍ 

２ 工期 平成２９年３月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１５，０９８，４００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等。ただし、１件の工事請 

負額が７００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１３年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成２８年９月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２８年１０月３日 

３ 申請書受付開始日 平成２８年９月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成２８年１０月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２８年１０月７日 

６ 設計図書配付開始日 平成２８年９月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成２８年１０月１１日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２８年９月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２８年１０月１１日 

10 入札及び開札日時 
平成２８年１０月１９日 

午前９時２０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２８年１０月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２８年１０月１７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２８年７月１日改 

正）） 

支払条件 前金払 請求できる 
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中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第４３１号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２８年９月２１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１６９号 

工事名 農道改良工事（農道１４４１号線） 

工事場所 甲府市東下条町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

施工延長 Ｌ＝４８．０ｍ  

施工幅員 Ｗ＝５．０ｍ 

プレキャスト擁壁工 Ｌ＝６６．７ｍ 

 舗装止擁壁工 Ｌ＝２０．０ｍ 

 現場打床版工 Ｎ＝１．０箇所 

 車両用防護柵工 Ｌ＝３４．１ｍ 

転落防止柵工 Ｌ＝１３．１ｍ 

歩車道境界工 ２１．０ｍ 

アスファルト舗装工 Ａ＝２２５．０㎡ 

構造物取壊し工 １式 

 付帯工 １式 

２ 工期 平成２９年２月２８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１９，９９０，８００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等。ただし、１件の工事請 

負額が９００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１３年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 入札説明書に記載 
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（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成２８年９月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２８年１０月３日 

３ 申請書受付開始日 平成２８年９月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成２８年１０月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２８年１０月７日 

６ 設計図書配付開始日 平成２８年９月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成２８年１０月１１日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２８年９月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２８年１０月１１日 

10 入札及び開札日時 
平成２８年１０月１９日 

午前９時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２８年１０月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２８年１０月１７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２８年７月１日改 

正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 

 

- 77 -



                          甲府市告示第４３２号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２８年９月２１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書      市民発第３２１６３号 

             充当通知書      市民発第３２１６４号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第４３３号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送したとこ

ろ返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、国税徴収法（昭和３４年４月

２０日法律 第１４７号）第５４条の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

平成２８年９月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書 類 名   差押調書謄本 

２ 発 送 日   平成２８年８月３１日 

３ 返 戻 日   平成２８年９月１０日 

４ 通 知 者   （省略） 

５ 保管場所   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市 市民部 市民総室 国民健康保険課 
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甲府市告示第４３４号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２８年９月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第２１１５号 

（２）物件名   非常用備蓄食糧（乾燥米） 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店または本社を有する者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

しない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であっ

てその役員が暴力団員でないこと。 

（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（７）市税の滞納がない者であること。 

（８）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２８年９月２６日（月）～平成２８年１０月７日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 
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（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 平成２８年９月２６日（月）～平成２８年１０月７日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成２８年１０月２５日（火） 午後１時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす 

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 
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（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第４３５号 

 

甲府市リサイクルプラザの管理を指定管理者に行わせるにあたり、甲府市公の施

設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年６月条例第１６号）

第２条の規定に基づき公募し、同条例第１１条の規定により、次のとおり告示する。  

 

平成２８年９月２６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定管理を公募する施設の概要 

名 称 所 在 地 詳 細 

甲府市リサイクルプラザ 甲府市上町６０１番地２ 別添募集要項参照 

２ 指定管理者が行う業務 

（１）甲府市リサイクルプラザ条例（平成９年３月条例第１５号）第４条第３号、

第４号及び第６号から第８号に掲げる事業の実施に関する業務 

（２）甲府市リサイクルプラザの利用許可に関する業務 

（３）施設、設備等の維持管理に関する業務 

（４）その他、市長が定める業務 

３ 指定管理者として指定する期間 

  平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで  

４ 申請の受付期間及び受付場所 

（１）受付期間 

   平成２８年１０月２０日（木）から平成２８年１０月２７日（木）まで 

（２）受付場所 

   甲府市上町６０１番地４ 

   甲府市環境センター 

   甲府市環境部廃棄物対策室減量課 
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                          甲府市告示第４３６号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２８年９月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本  市民発第３２０４９号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 

- 84 -



                          甲府市告示第４３７号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２８年９月２７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書      市民発第３２１９０号 

             充当通知書      市民発第３２１９１号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第４３８号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２８年９月２７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本 市民発第３２２０７号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第４３９号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成２８年９月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書      市民発第３２２７０号 

             充当通知書      市民発第３２２７１号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第４４０号  

 

 地方公務員法第５８条の２第３項の規定に基づき、平成２７年度の人事行政の運

営状況を、甲府市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第６条の規定により、

別紙のとおり公表する。 

 

  平成２８年９月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 
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        甲府市告示第４４１号  

 

 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第５条の規定により、予防接種を実施す

るので、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定により公告

する。 

 

平成２８年９月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 実施内容 

（１）平成２８年１０月１日～平成２９年２月２８日 

種類 対 象 者 場 所 

高齢者 

インフルエンザ 

・６５歳以上の者 

・６０歳以上６５歳未満の者であって、心臓、 

じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日 

常生活活動が極度に制限される程度の障害 

を有する者及びヒト免疫不全ウイルスによ

り、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能

な程度の障害を有する者（障害者手帳 1 級相

当） 

高齢者 

インフルエンザ 

指定医療機関 

（別掲） 

（２）平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

種類 対 象 者 場 所 

高齢者肺炎球菌 

・平成２８年度に６５歳、７０歳、７５歳、

８０歳、８５歳、９０歳、９５歳、１００歳

となる者 

・６０歳以上６５歳未満の者であって、心臓、 

じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日

常生活活動が極度に制限される程度の障害

を有する者及びヒト免疫不全ウイルスによ

り、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能

な程度の障害を有する者（障害者手帳 1 級相

当） 

高齢者 

肺炎球菌 

指定医療機関 

（別掲） 

 

２ 予防接種を受けることが適当でない人 

（１）明らかに発熱のある人 

（２）重篤な急性疾患に罹っていることが明らかな人 

（３）その日に受ける予防接種によって、又は予防接種に含まれる成分でアナフィ

ラキシーショックを起こしたことのある人 

（４）その他医師が不適当な状態と判断した場合 
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        甲府市告示第４４２号  

 

 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第５条の規定により、予防接種を実施す

るので、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定により公告

する。 

 

平成２８年９月３０日 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 実施内容 

（１）平成２８年１０月１日～平成２９年３月３１日 

種 類 対 象 者 場 所 

B 型肝炎 生後１歳に至るまでの間にある者 
指定医療機関 

（別掲） 

（２）平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

種類 対 象 者 場 所 

Hib 
初回 生後２月から生後６０月に至

るまでの間にある者 

指定医療機関 

（別掲） 

追加 

小児の肺炎球菌 
初回 生後２月から生後６０月に至

るまでの間にある者 追加 

百日せき 

ジフテリア 

破傷風 

不活化ポリオ 

（DPT‐IPV） 

第１期初回 

生後３月から生後９０月に至

るまでの間にある者 

第１期追加 

不活化ポリオ 
第１期初回 生後３月から生後９０月に至

るまでの間にある者 第１期追加 

ＢＣＧ 生後１歳に至るまでの間にある者 

麻しん風しん混合 

（MR） 

麻しん単独 

風しん単独 

第１期 
生後１２月から生後２４月に

至るまでの間にある者 

第２期 

５歳以上７歳未満であって 

小学校就学前の１年間にある

者 

水痘 
生後１２月から生後３６月に至るまでの間

にある者 

日本脳炎 

第１期初回 生後６月から生後９０月に至

るまでの間にある者 第１期追加 

第２期 ９歳以上１３歳未満の者 
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日本脳炎 特例※１ 

平成７年４月２日から平成１

９年４月１日の間に生まれた

２０歳未満の者 

指定医療機関 

（別掲） 

ジフテリア 

破傷風 

(DT トキソイド) 

第２期 １１歳以上１３歳未満の者 

子宮頸がん 

１２歳となる日の属する年度の初日から１

６歳となる日の属する年度の末日までの間

にある女子 

※１ 平成１７年５月３０日の接種勧奨差し控えにより、全４回の日本脳炎予防接

種を完了できなかった者への救済措置。 

 

２ 予防接種を受けることが適当でない人 

（１）明らかに発熱のある人 

（２）重篤な急性疾患に罹っていることが明らかな人 

（３）その日に受ける予防接種によって、又は予防接種に含まれる成分でアナフィ

ラキシーショックを起こしたことのある人 

（４）その他医師が不適当な状態と判断した場合 
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                          甲府市告示第４４３号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５の規定による指定地域密着

型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の１１の規

定により公示する。 

 

  平成２８年９月３０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７１８００８５７ 

２ 事業所の名称       リハビリセンター柏塾  

３ 事業所の所在地      笛吹市一宮町田中１３２１番地１ 

４ 当該事業所の申請者    有限会社 柏塾 

代表取締役 柏木 正好 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日        平成２８年９月３０日 

 

- 92 -



教育委員会  
 

甲府市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２８年９月２１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 委員長 平 賀 数 人 

 

 

甲府市教育委員会規則第８号 

   甲府市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則 

 甲府市教育委員会事務分掌規則（平成８年３月教委規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３条第１項の表教育総室、学校教育課の項中「教育指導係」の次に「、学校危

機管理係」を加える。 

 別表教育総室、学校教育課の項中第１０号を第１１号とし、第９号を第１０号と

し、第８号の次に次の１号を加える。 

 ⑼ 学校内外の危機管理に関すること。 

 別表教育総室、学事課の項第１２号中「伝染病予防等」を「感染症予防等」に改

め、同表生涯学習室、生涯学習文化課の項第１９号中「啓蒙普及」を「啓発普及」

に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲府市教育委員会事務分掌規則の規

定は、平成２８年４月１日から適用する。 
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                      甲府市教育委員会告示第２０号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加表明

書及び企画提案書の提出を招請します。 

 

  平成２８年９月１日 

 

                 甲府市教育委員会 

                 委員長 平 賀 数 人 

 

１ 業務名 

  甲府市立小学校給食調理業務委託（玉諸、山城、舞鶴小学校） 

２ 業務概要 

 甲府市教育委員会では、学校給食調理業務のあり方について、平成１７年２月 

に決定した｢小学校給食調理業務の運営方針｣に基づき、食育基本法の施行や食 

育基本計画の策定、学校給食法の改正など、その後の様々な状況変化を踏まえる 

中で、継続的に検討してきた。 

  そのような状況を踏まえ、食育の観点、学校給食の質や安全性、行政運営の効

率性などを総合的に検討した結果、民間委託した場合にも、民間のノウハウや専

門性、柔軟性が期待でき、よりよい学校給食が実現できるものと考え、平成２２

年度から給食調理業務の委託化を年次的に実施している。このことから、玉諸、

山城、舞鶴小学校給食調理業務を委託するものである。 

この事業の実施にあたっては、民間の豊富な技術・ノウハウを背景に、従来の

行政運営手法を超えた新しい、より優れた給食業務運営における提案により、今

以上に安全、安心で、児童に喜ばれる給食を提供するため、公募型プロポーザル

方式（公募型企画提案方式）により、甲府市立小学校給食調理業務の受託事業者

を選考、決定するものとする。 

３ 履行期間 

  平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

４ 参加資格 

  本企画提案に参加できる者は、参加表明書提出時現在で、以下の全ての条件を 

 満たすものとする。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず 

  れにも該当していないこと。 

 ⑵ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続き開始の申立 

  てがなされている者でないこと。 

 ⑶ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立て 

  がなされている者でないこと。 

 ⑷ 甲府市暴力団排除条例（平成２４年条例第２号）に規定する、暴力団員等で

ないこと。 

 ⑸ 甲府市指名競争入札参加有資格者名簿に登載されている者であること。 
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 ⑹ 甲府市から指名停止を受けている者でないこと。 

 ⑺ 租税を完納していること。 

 ⑻ 学校給食法ほか学校給食関係法令等を熟知し、学校給食の趣旨を十分に理解 

  するとともに文部科学省の「学校給食衛生管理基準」及び厚生労働省の「大量 

調理施設衛生管理マニュアル」を遵守した業務が遂行できること。 

 ⑼ 学校給食調理業務に充分な実績及び能力を有していること。 

 ⑽ 過去３年以内に、学校給食業務において食品衛生法に基づく営業処分を受け 

  ていないこと。 

 ⑾ 甲府市立朝日、国母、千塚、東、大国小学校及び甲運、大里、池田・新田、

北新・千代田小学校の給食調理業務の受託者でないこと。 

５ 参加表明書及び企画提案書の提出期限並びに提出場所 

  企画提案実施要領参照。 

（企画提案実施要領等は甲府市ホームページにて参照可。 

ホームページ：http://www.city.kofu.yamanashi.jp） 

６ 主催及び事務局 

  主 催 甲府市教育委員会 

  事務局 教育部教育総室学事課    

山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

      電子メール  kyogaku@city.kofu.lg.jp  学事課 宛て 

      ＦＡＸ    ０５５－２３５－５６４８ 

      ＴＥＬ    ０５５－２２３－７３２２ 
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                      甲府市教育委員会告示第２１号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加表明

書及び企画提案書の提出を招請します。 

 

  平成２８年９月１日 

 

                 甲府市教育委員会 

                 委員長 平 賀 数 人 

 

１ 業務名 

  甲府市立小学校給食調理・配送業務委託（里垣、相川、石田、伊勢・湯田小学

校） 

２ 業務概要 

  甲府市教育委員会では、学校給食調理業務のあり方について、平成１７年２月 

 に決定した｢小学校給食調理業務の運営方針｣に基づき、食育基本法の施行や食 

育基本計画の策定、学校給食法の改正など、その後の様々な状況変化を踏まえる 

 中で、継続的に検討してきた。 

  そのような状況を踏まえ、食育の観点、学校給食の質や安全性、行政運営の効 

率性などを総合的に検討した結果、民間委託した場合にも、民間のノウハウや専

門性、柔軟性が期待でき、よりよい学校給食が実現できるものと考え、平成２２

年度から給食調理業務の委託化を年次的に実施している。このことから、里垣、

相川、石田、伊勢･湯田小学校給食調理業務を委託するものである。 

  この事業の実施にあたっては、民間の豊富な技術・ノウハウを背景に、従来の 

 行政運営手法を超えた新しい、より優れた給食業務運営における提案により、今 

 以上に安全、安心で、児童に喜ばれる給食を提供するため、公募型プロポーザル 

方式（公募型企画提案方式）により、甲府市立小学校給食調理業務の受託事業者 

 を選考、決定するものとする。 

３ 履行期間 

  平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

４ 参加資格 

  本企画提案に参加できる者は、参加表明書提出時現在で、以下の全ての条件を 

 満たすものとする。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず 

  れにも該当していないこと。 

 ⑵ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続き開始の申立 

  てがなされている者でないこと。 

 ⑶ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立て 

  がなされている者でないこと。 

 ⑷ 甲府市暴力団排除条例（平成２４年条例第２号）に規定する、暴力団員等で

ないこと。 
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 ⑸ 甲府市指名競争入札参加有資格者名簿に登載されている者であること。 

 ⑹ 甲府市から指名停止を受けている者でないこと。 

 ⑺ 租税を完納していること。 

 ⑻ 学校給食法ほか学校給食関係法令等を熟知し、学校給食の趣旨を十分に理解 

  するとともに文部科学省の「学校給食衛生管理基準」及び厚生労働省の「大量 

調理施設衛生管理マニュアル」を遵守した業務が遂行できること。 

 ⑼ 学校給食調理業務に充分な実績及び能力を有していること。 

 ⑽ 過去３年以内に、学校給食業務において食品衛生法に基づく営業処分を受け 

  ていないこと。 

 ⑾ 甲府市立朝日、国母、千塚、東、大国小学校及び甲運、大里、池田・新田、

北新・千代田小学校の給食調理業務の受託者でないこと。 

５ 参加表明書及び企画提案書の提出期限並びに提出場所 

  企画提案実施要領参照。 

（企画提案実施要領等は甲府市ホームページにて参照可。 

ホームページ：http://www.city.kofu.yamanashi.jp） 

６ 主催及び事務局 

  主 催 甲府市教育委員会 

  事務局 教育部教育総室学事課 

      山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

      電子メール  kyogaku@city.kofu.lg.jp  学事課 宛て 

      ＦＡＸ    ０５５－２３５－５６４８ 

ＴＥＬ    ０５５－２２３－７３２２ 

- 97 -



選挙管理委員会 
 

甲府市選挙管理委員会規程第２号 

 甲府市公職選挙管理執行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２８年９月２３日 

 

 

                 甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 

 

 

   甲府市公職選挙管理執行規程の一部を改正する規程 

 甲府市公職選挙管理執行規程（平成１２年３月選管規程第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表（実費弁償及び報酬の額）第４項に次の１号を加える。 

⑷ 専ら要約筆記のために使用する者 １日につき１５，０００円 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。  
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甲府市選挙管理委員会規程第３号 

 甲府市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の一

部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２８年９月２３日 

 

 

                 甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 

 

 

   甲府市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程 

   の一部を改正する規程 

 甲府市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程（平

成６年３月選管規程第１号）の一部を次のように改正する。 

 第１３号様式（その１）の（別紙）その２中「１５，３００円」を 

「１５，８００円」に改め、第１３号様式（その３）の（別紙）備考２中 

「３０１，８７５円」を「３１０，５００円」に、「５１０円４８銭」を「５２５

円６銭」に改める。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 
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   甲府市選挙管理委員会告示第３１号  

 

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村合併の特例に関する 

法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の１／５０

の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第  

８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定

する選挙権を有する者の総数の１／３の数並びに市町村合併の特例に関する法律第

４条第１１項及び第５条第１５項の規定する選挙権を有する者の総数の１／６の数

は、次のとおりである。 

 

平成２８年９月２日 

 

甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 

 

１ １／５０の数        ３，１７３人 

 

２ １／３の数        ５２，８７２人 

 

３ １／６の数        ２６，４３６人 

 

４ 選挙人名簿登録者数   １５８，６１６人 
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農業委員会 
 

                      甲府市農業委員会告示第９号 

 

 農業委員会等に関する法律第２１条第１項の規定に基づき甲府市農業委員会９月

定例総会を、平成２８年９月２９日午後２時、甲府市南公民館において開催し、付

議すべき事項について協議するので、甲府市農業委員会総会会議規則第２条の規定

により公告する。 

 

  平成２８年９月２３日 

 

                甲府市農業委員会会長 西 名 武 洋 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

２ 平成２８年１０月告示分農用地利用集積計画について 

３ 平成２８年度甲府市農業賞候補者の推薦について 
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上下水道局 
 

                     甲府市上下水道局告示第６４号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規 

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争 

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成２８年９月７日 

                

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１００５７号 

工事名 （更新－１１）配水管布設替工事 

工事場所 
甲府市徳行二丁目・下石田二丁目地内（南西第一団地の南）  

外２箇所 

工事概要 

１ 工事内容 

ＤＩＰ．ＮＳ φ１５０ １５６．０ｍ 

ＤＩＰ．Ｋ  φ１５０   １．５ｍ 

ＤＩＰ．ＮＳ φ１００ １４９．０ｍ 

ＤＩＰ．Ｋ  φ１００  ３６．０ｍ 

ＲＲＶＰ   φ１００   ５．０ｍ 

ＤＩＰ．ＮＳ φ ７５  １７．５ｍ 

ＨＰＰＥ   φ ７５ ２０１．５ｍ 

ＲＲＶＰ   φ ７５   ２．０ｍ 

仕切弁．ＮＳ φ１５０     １基 

仕切弁．ＮＳ φ１００     １基 

仕切弁．Ｆ  φ１００     ２基 

仕切弁．ＮＳ φ ７５     ２基 

消火栓    φ ７５     １基 

泥吐弁．ＮＳ φ ７５     １基 

水抜栓    φ ２５     １基 

付帯工             １式 

２ 工期 平成２９年３月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
３７，２２８，６８０円 
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４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。ただし、１件の 

工事請負額が、１，８００万円以上の 

実績に限る。 

元請として平成１３年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅰ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成２８年９月７日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成２８年９月１６日 

３ 申請書受付開始日 平成２８年９月７日 

４ 申請書受付締切日 
平成２８年９月１６日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２８年９月２６日 

６ 設計図書配付開始日 平成２８年９月７日 

７ 設計図書配付締切日 平成２８年９月２７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２８年９月７日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２８年９月２７日 

10 入札日時 
平成２８年１０月５日 

午前９時２０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成２８年１０月１１日 

12 開札日時 平成２８年１０月１７日 
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午前９時２０分 

13 落札者決定日 平成２８年１０月１８日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

配置予定技術者の入札時の状況 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２８年９月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２８年１０月３日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成２８年１０月１３日まで 

２ 回答 平成２８年１０月１４日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成２８年１０月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２８年７月１日改 

正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市上下水道局告示第６５号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止届出があったので、甲府市上下

水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第

２号の規定により告示する。 

 

  平成２８年９月１５日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

指定番号   第３１５号 

指定業者名  トーカイ住設 

所在地    中央市布施３４１５－１ 

代表者    青野 泉 
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甲府市上下水道局告示第６６号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の休止届出があったので、甲府市上下

水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第

２号の規定により告示する。 

 

  平成２８年９月１６日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

指定番号   第１７２号 

指定業者名  東京ガス山梨株式会社 

所在地    甲府市北口三丁目１番１２号  

代表者    高 嶋 英 一 
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                      甲府市上下水道局告示第６７号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

 

  平成２８年９月２１日 

                  

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１１００６７号 

工事名 （街路－１１）配水管布設工事 

工事場所 甲府市上阿原町地内（国道２０号西高橋交差点の南東） 

工事概要 

１ 工事内容 

ＤＩＰ．ＮＳ φ１００ ３０６．５ｍ 

ＲＲＶＰ   φ１００   ４．０ｍ 

ＲＲＶＰ   φ ７５   ２．０ｍ 

仕切弁．ＮＳ φ１００     ７基 

仕切弁．ＮＳ φ ７５     １基（泥吐弁） 

水抜栓    φ ２５     ５基 

空気弁    φ ２０     １基 

２ 工期 平成２９年３月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１８，１１５，９２０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設工事等。ただし、１件の 

工事請負額が９００万円以上の実績 

に限る。 

元請として平成１３年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 
入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 
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は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成２８年９月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２８年１０月３日 

３ 申請書受付開始日 平成２８年９月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成２８年１０月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２８年１０月７日 

６ 設計図書配付開始日 平成２８年９月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成２８年１０月１１日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２８年９月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２８年１０月１１日 

10 入札及び開札日時 
平成２８年１０月１９日 

午前９時３０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２８年１０月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２８年１０月１７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２８年７月１日改 

正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第６８号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

 

  平成２８年９月２１日 

                  

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１２０００２号 

工事名 （更新－１０１）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市中畑町・上向山町地内（新滝川橋の北） 

工事概要 

１ 工事内容 

ＤＩＰ．ＮＳ φ１００ １４９．０ｍ 

ＨＰＰＥ   φ１００  ３８．０ｍ 

仕切弁．ＮＳ φ１００     １基 

水抜栓    φ ２５     １基 

臨給工（材料局支給）      １式 

２ 工期 平成２９年３月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１２，１６８，３６０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。ただし、１件 

の工事請負額が６００万円以上の実 

績に限る。 

元請として平成１３年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 1 入札説明書等配付開始日 平成２８年９月２１日 
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２ 入札説明書等配付締切日 平成２８年１０月３日 

３ 申請書受付開始日 平成２８年９月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成２８年１０月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２８年１０月７日 

６ 設計図書配付開始日 平成２８年９月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成２８年１０月１１日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２８年９月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２８年１０月１１日 

10 入札及び開札日時 
平成２８年１０月１９日 

午前９時４０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２８年１０月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２８年１０月１７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２８年７月１日改 

正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第６９号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

 

  平成２８年９月２１日 

                  

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１３００６０号 

工事名 マンホールトイレ設置工事（Ｈ２８－２） 

工事場所 甲府市上石田三丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

管きょ工（ＲＲＶＰ φ１００ｍｍ） 

Ｌ＝１７６．８ｍ 

管きょ工（ＶＵ φ１５０ｍｍ） 

Ｌ＝２．０ｍ 

管きょ工（ＰＲＰ φ４５０ｍｍ） 

Ｌ＝１３．２ｍ 

管きょ工（ＰＲＰ φ２００ｍｍ） 

Ｌ＝３９．１ｍ 

仕切弁設置工（φ１５０） Ｎ＝１基 

仕切弁設置工（φ１００） Ｎ＝２基 

貯留弁付マンホール（φ９００ｍｍ） 

Ｎ＝１箇所 

１号マンホール（φ９００ｍｍ） 

Ｎ＝１箇所 

小型マンホール（φ３００ｍｍ） 

Ｎ＝２箇所 

点検口（φ２００ｍｍ） Ｎ＝６基 

付帯工 Ｎ＝１式 

２ 工期 平成２９年３月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１５，５１９，６００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 
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３ 同種工事施工実績 

下水道管布設工事等。ただし、１件 

の工事請負額が７００万円以上の実 

績に限る。 

元請として平成１３年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成２８年９月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２８年１０月３日 

３ 申請書受付開始日 平成２８年９月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成２８年１０月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２８年１０月７日 

６ 設計図書配付開始日 平成２８年９月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成２８年１０月１１日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２８年９月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２８年１０月１１日 

10 入札及び開札日時 
平成２８年１０月１９日 

午前９時５０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２８年１０月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２８年１０月１７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 
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契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２８年７月１日改 

正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第７０号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

 

  平成２８年９月２１日 

                  

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （建築）１１００６８号 

工事名 （原修－５）平瀬浄水場水質検査室内装改修工事 

工事場所 甲府市平瀬町４３７番地３（平瀬浄水場内） 

工事概要 

１ 工事内容 
水質検査室内装改修 １２１㎡ 

（床、壁、天井、機械設備、電気設備） 

２ 工期 平成２９年２月２７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２７，８９３，１６０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 建築一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の新築、改築、増築、改 

修工事。ただし、１件の工事請負額 

が１，３００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１３年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成２８年９月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２８年１０月３日 

３ 申請書受付開始日 平成２８年９月２１日 
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４ 申請書受付締切日 
平成２８年１０月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２８年１０月７日 

６ 設計図書配付開始日 平成２８年９月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成２８年１０月１１日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２８年９月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２８年１０月１１日 

10 入札及び開札日時 
平成２８年１０月１９日 

午前１０時 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２８年１０月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２８年１０月１７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２８年７月１日改 

正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第７１号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

 

  平成２８年９月２１日 

                  

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （機械）１３００５８号 

工事名 下水中継ポンプ場改築工事（公共Ｈ２７－２） 

工事場所 甲府市善光寺三丁目地内外 

工事概要 

１ 工事内容 

・水中汚水ポンプ（φ８０ ０．７５ｋＷ）  

１台 

・水中汚水ポンプ（φ６５ １．５ｋＷ） １台 

・水中汚水ポンプ（φ８０ １．５ｋＷ） ５台 

・自動通報装置（ＦＯＭＡ回線） ５台 

・既設盤機能増設 １式 

２ 工期 平成２９年３月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１３，５５４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 指定なし 

２ 競争入札参加資格 

機械 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６００点以上 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事。 

元請として平成１３年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

- 117 -



日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成２８年９月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２８年１０月３日 

３ 申請書受付開始日 平成２８年９月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成２８年１０月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２８年１０月７日 

６ 設計図書配付開始日 平成２８年９月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成２８年１０月１１日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２８年９月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２８年１０月１１日 

10 入札及び開札日時 
平成２８年１０月１９日 

午前１０時３０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２８年１０月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２８年１０月１７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２８年７月１日改 

正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第７２号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

 

  平成２８年９月２１日 

                  

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （機械）１３００５９号 

工事名 
甲府市浄化センター最終沈殿池（２－２）コレクター減速機 

取替工事 

工事場所 甲府市大津町１６４５番地（甲府市浄化センター内） 

工事概要 

１ 工事内容 

・電動機直結型トルクリミッター付サイクロ減速  

機 ３台 

・駆動チェーン １式 

・駆動スプロケット １式 

・テークアップ装置 １式 

２ 工期 平成２９年３月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１４，４８２，８００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 指定なし 

２ 競争入札参加資格 

機械 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６００点以上 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事。 

元請として平成１３年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 
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日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成２８年９月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２８年１０月３日 

３ 申請書受付開始日 平成２８年９月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成２８年１０月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２８年１０月７日 

６ 設計図書配付開始日 平成２８年９月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成２８年１０月１１日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２８年９月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２８年１０月１１日 

10 入札及び開札日時 
平成２８年１０月１９日 

午前１０時２０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２８年１０月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２８年１０月１７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２８年７月１日改 

正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第７３号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

 

  平成２８年９月２１日 

                  

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （舗装）１１００６３号 

工事名 （路－１２）路面復旧工事 

工事場所 甲府市太田町地内（市立湯田小学校の西）外２箇所 

工事概要 

１ 工事内容 

表層工（再生密粒度ＡＳＣ：ｔ＝５ｃｍ） 

 Ａ＝１，２６６．０㎡ 

表層工（ポーラスＡＳＣ：ｔ＝５ｃｍ） 

 Ａ＝６０１．０㎡ 

表層工（開粒度ＡＳＣ・カラー：ｔ＝５ｃｍ） 

 Ａ＝２８．０㎡ 

表層工（開立度ＡＳＣ・カラー：ｔ＝３ｃｍ） 

 Ａ＝２９．０㎡ 

基層工（再生粗粒度ＡＳＣ：ｔ＝５ｃｍ） 

 Ａ＝６４５．０㎡ 

上層路盤工（再生瀝青安定処理：ｔ＝１０ｃｍ） 

 Ａ＝６５７．０㎡ 

上層路盤工（粒調砕石Ｍ－４０：ｔ＝２０ｃｍ） 

 Ａ＝５１２．０㎡ 

上層路盤工（再生砕石ＲＣ－４０：ｔ＝１５ｃｍ） 

 Ａ＝２８．０㎡ 

上層路盤工（再生砕石ＲＣ－４０：ｔ＝１０ｃｍ） 

 Ａ＝２９．０㎡ 

区画線工 １式 

付帯工 １式 

２ 工期 平成２９年３月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２３，６０８，８００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 
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入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 

３ 同種工事施工実績 

舗装工事等。 

元請として平成１３年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成２８年９月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２８年１０月３日 

３ 申請書受付開始日 平成２８年９月２１日 

４ 申請書受付締切日 
平成２８年１０月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２８年１０月７日 

６ 設計図書配付開始日 平成２８年９月２１日 

７ 設計図書配付締切日 平成２８年１０月１１日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２８年９月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２８年１０月１１日 

10 入札及び開札日時 
平成２８年１０月１９日 

午前１０時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２８年１０月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２８年１０月１７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 
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入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成２８年７月１日改 

正）） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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任免辞令 
 

（市長事務部局） 

 

                            伊 藤 由 美 

技術職員に採用する 

看護師を命ずる 

市立甲府病院看護部技師を命ずる 

 

                            金 丸 美 紀 

技術職員に採用する 

看護師を命ずる 

市立甲府病院看護部技師を命ずる 

 

以 上      発 令 日  平成２８年９月１日 
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